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かつてアメリカでこんな話がありました。「行政の仕事をどんどん民間委託していったと

き、最後まで残った職場がありました。それはどこでしょう？」と言う質問です。答えは議

会事務局です。議会の重要性を問うたものでした。 

 それほど重要な議会ですが、各自治体の行政は概ね従来の伝統と習慣によって議会との

対応を図ってきたのが実情ではないでしょうか。また議会の方も、執行部が提案してきた案

件に機械的に議決を重ねるだけの、まさに“追認機関”となってきたきらいがあります。 

 従来、議会は「行政監視機能」だけを発揮していれば良かったのですが、地方分権改革に

よって行政の在り方も大きく変わりましたが、議会の役割も大きく変わりました。従来の

「行政監視機能」のほかに「政策立案機能」「住民協働機能」が加わってきました。 

 よく、議員の定数は何人が適当かと聞かれますが、これには即答は出来ません。なぜなら

多くの議会が地方自治法が期待している議会運営をやっていないからです。そこで、地方自

治法が期待している議会のあり方とは何かと言ったことも答弁書作成とともに学んでいき

たいと思います。 

 議会と行政は対等関係です。その対等の一翼が改革の方策を模索することは、他方の質の

向上にもつながります。 

 議会答弁書の作成は、奥が深いのです。自治を担う公務員としての力量が問われるもので

す。併せてこれからの地方自治のあり方も学びたいと思います。 
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